
令和3年度 介護支援専門員部会全体会（令和3年9月16日）

テーマ：介護と障害の両制度について知る

時間：15：00～17：00：（14：30～入室可）
場所：ＺＯＯＭ開催
司会進行：廣末 美千代（ケアマネ部会）

《参加にあたっての注意点》
・録音・録画・撮影は禁止です

・出席確認のため、参加中はビデオ画面を常時ＯＮにし顔が確認できるようにして下さい

・出席確認のため名前は「エリア・個人名・事業所名」を表示して下さい

・発言時を除いてミュートにします

※開催中一時的なビデオＯＦＦや電話対応等があった場合も欠席扱いとなります



《スケジュール》

15：00～15：05 開会挨拶（宮原会長）

15：05～15：50 事例発表

障害福祉（小駒）

介護保険（三枝）

15：50～16：30 制度についての講義

障害福祉：（北垣）

介護保険：（渥美）

16：30～16：55 アンケート記入（アンケート結果発表）

16：55～17：00 閉会挨拶（松田会長）



介護支援専門員協会 役員のご紹介

会 長 宮原 和道
副会長 星野 智光
副会長 三枝 麻美

鷺宮圏域 担当役員 中部圏域 担当役員
富澤 博幸 宮原 和道
中舘 由紀子 星野 智光
平野 夕子 平澤 多香子

益岡 伸江
北部圏域 担当役員 南部圏域 担当役員
磯貝 栄司 廣末 美千代
大場 秀子 三枝 麻美
中條 知子 渥美 頼子
田邊 智子 皆川 明美

鈴木 希衣子



障害者福祉の制度・サービス

R3.9.16 相談支援部会



障害福祉サービスと介護保険サービスの比較
障害福祉サービス 介護保険

基本理念

基本的人権を享有するかけがえのない個人として
尊重され、相互に人格と個性を尊重し合いながら
共生する社会を実現すること。
必要な日常生活又は社会生活を 営むための支援を
受けられ、社会参加の機会が確保されること。

加齢に伴い、介護を必要とする者が尊厳を持って、
自立した生活を営めるように サービスを受けるこ

と。要介護状態となることを予防するための健康
保持増進、要介護状態となった場合にも、介護
サービスを利用して能力維持向上に努める。

申請所管
相談先

区役所障害福祉課
すこやか障害者相談支援事業所

区役所介護・高齢者支援課
地域包括支援センター

相談員 相談支援専門員 （セルフプラン有り） 介護支援専門員(ケアマネージャー)

利用者負担 応能負担（負担能力に応じて支払う）
応益負担（原則1割負担）※負担軽減あり
要介護度により限度額が変動

事業所 障害特性に対応した事業所は少ない 事業所数は多い

認定 障害支援区分（区分１～６） 介護認定（要介護１～５・要支援１・２）



サ
ー
ビ
ス

【居宅介護】（身体介護・家事援助・通院介助）
【重度訪問介護】（重度の障害者を対象とした

見守りも含めた総合的な介護支援）
※障害支援区分に基づく標準的な支給量内で
サービスに必要な分の時間を調整

【訪問介護】（身体介護・生活援助）
【訪問入浴介護】
【訪問リハ・訪問看護】
※介護認定に基づく支給限度内でサービスに
必要な分の時間を調整

【短期入所】（福祉型・医療型） 【短期入所生活介護】【短期入所療養介護】

通所系サービス 【生活介護】【就労系事業】
【自立訓練】

【通所介護】（デイサービス）
【通所リハビリテーション】（デイケア）

外出支援 【居宅介護】（通院介助）
【同行援護】（視覚障害者）
【行動援護】（知的・精神障害者）
【重度訪問介護】（重度障害者）

【訪問介護】
（通院・生活必需品等の買い物同行）

社会参加
【移動支援】趣味・健康増進・自己啓発等の外出支援）

【補装具】障害者等の身体機能を補完又は代替し継続し
て使用される物で、医師等の意見又は診断に基づき使用
されるもの。支給する。
（義手、義肢、装具、車椅子、補聴器、眼鏡等）
【日常生活用具】日常生活を安全かつ容易に
するもの。障害要件あり。給付する。
（特殊寝台、移動・移乗支援用具、吸入器等）

【福祉用具貸与】日常生活の自立を助ける為のもの。レ
ンタル（車椅子、特殊寝台、歩行器等）
【福祉用具購入費の支給】

自立を助けるためのもので、排泄や入浴など貸与になじ
まないもの。
（腰掛け便座、入浴補助用具）
※障害サービスと共通するものは介護保険優先。



H30年厚労省 サービスに係る自立支援給付等の体系



障害者・児

自立支援医療

補装具

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）

・就労移行支援
・就労継続支援（A・B）
・就労定着支援
・自立生活援助
・共同生活援助

訓練等給付

・居宅介護

・重度訪問介護

・同行援護・行動援護

・重度障害者等包括支援
・短期入所
・療養介護・生活介護
・施設入所支援

介護給付

・相談支援 ・意思疎通支援 ・日常生活用具

・移動支援 ・地域活動支援センター
・日中一時支援等 ・福祉ホーム 等

地域生活支援事業

・広域支援 ・人材育成 等

支援

都道府県

区市町村

自立支援給付

★原則国が1/2負担

・地域移行支援

・地域定着支援

・サービス利用支援

・サービス継続支援

相談支援給付

★国が1/2以内で補助



中野区の介護保険への移行手順 

移行１年前          誕生月１か月前   誕生月                 誕生月翌月末 

サービス更新時○            障害福祉サービス                ○ 介護保険サービス  

                            《介護保険完全移行ケース》 

 

 

  

                           《重度訪問、非定型ケース》 

  

 

 

 《新規上乗せケース》 

 通常ケース 

 １年後ＣＰのみ 

                  

 《訓練等給付＋居宅Ｓ（基準内》 

                                     

   

  

《事業対象者 訓練等給付+生活支援事業》 

                                                               

 

          介護保険非該当の場合 
計画相談による障害サービスの利用 
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居宅介護支援事業所による 

ケアプラン作成 

介護サービスの利用 

ケアプラン 

（障害サービス利用併記） 

ケアプラン作成 

介護サービスの利用 

障害福祉サービス上乗せ 

ケアプラン 

（障害サービス利用併記） 

 

ケアプラン作成 

勘案事項作成者が
説明 
居宅⇒区 
訓練等⇒すこやか 

・相談支援事業者による情報提供 

・障害サービス事業者調整 

・サービス担当者会の合同開催 

指定特定相談支援事業所による計画相談による障害福祉サービスの利用 

同行援護、行動援護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援、生活介護等 障害固有のサービスのみの利用者 

居宅介護支援事業所による障害サービスを 

盛り込んだケアプラン作成 

介
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包括によるケアプラン作成 

 

総合事業の生活援助等＋障害サービスを 

盛り込んだケアプラン作成 



介護保険について
～基礎編～

介護支援専門員部会

渥美頼子



(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等
により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並び
に看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの
者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を
行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行
う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上
及び福祉の増進を図ることを目的とする。

これがないと始まらない ～介護保険法～



今回の説明の出典
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たくさんあるサービスをアセスメン
トに基づいて、本人のプランとして
組み合わせます

★介護度によって利用や、料金が
違います！
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利用するには…ケアプラン！



利用するには要件の確認が必要。
例えば訪問介護

• 身体に触れて介助する身体介護と家事等の身体に触れない援助の生
活介護を組み合わせるため、何を行うか事前に決めないといけない。

• 基本的には見守りだけのサービスの利用は難しい。

• 基本的に生活を楽しむ外出、散歩や外食のような外出はできない

• 基本的に時間に制約があり、1回1時間程度の利用で考える



パンフレットもあり
ます



最後に

介護保険は制度の内容も細かく、さらに変更も多いためケアマネも苦慮
しています。利用にあたり制約もありますので、ぜひ地域包括支援センター
や私たち居宅支援事業所のケアマネに声をかけていただければと思いま
す。


